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［組織］

看護職員の研修

   県内，特に県西地域の看護師養成確保を目的として，
看護専門学校を結城市内において運営する。

 

   医学・医療技術の進歩や人口の高齢化さらには，在宅ケアに対するニーズ等，看護職員の需要が高
まるなか，県内，特に県西地域の医療に必要な看護職員の養成確保と資質の向上を図り，もって地域
住民の医療水準の向上に寄与することを目的として設立したものである。
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   県内，特に県西地域の看護師の資質の向上を目的と
して，看護職員研修を主催する。
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［収支の状況］ 　
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固定資産

［財的関与の状況］

財
的
関
与
状
況

（単位：千円）

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

1,992,9732,023,079

2,061,716

貸付金

支　　出　　項　　目 目     　的　 ・ 　内　      容　・　効　　　　果

補助金
   金利低下による利子収入や少子化による志望者数の減少に伴う事業収入
の現状を踏まえ，運営費(人件費)の一部を助成し，看護教育の充実を図る。

委託金
 

貸付金
 

［平成１７年度の補助金等の目的・内容等］

　

損失補償・債務保証
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   教職員については，
必要最小限の人数で
あり，今後教育の質を
高めるためには，教員
の適切な配置・効率的
な授業ｶﾘｷｭﾗﾑ等を検
討していく必要があ
る。
   また，基本財産の安
定かつ有効的な運用
をしていく。

   教育の質の向上の
ため，教職員の適切
な配置等について検
討していく。
   また，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等
により学校の情報も
公開していく。

   平成５年４月に開校
し，平成８年３月に第１
回生が卒業以来，501
名を看護師として送り
出し，ほぼ全員が看護
職に従事。就業率につ
いても，県内は80%を
超え，そのうち約半数
が県西地域に就職をし
ている。
   今後も目的に沿った
学校運営していく。

組織の管理運営上における人的・
物的な経営資源が有効活用されて
いるか

各評価項目については，「出資法人等
経営評価指標及び評価基準等」を参照

効率性

   収入については，
受験者数・生徒数の
減少に伴い，授業料
等の納入金が減少し
た。今後は入学者の
安定確保に努める。

   支出については，
人件費が微増してい
るものの，その他の
経費においては，積
極的な節減により減
少している。今後も経
費節減に努める。

健全性 効率性

［法人の自己評価（経営概況，経営上の課題・対策等）］

   平成５年４月に開校，平成８年３月に第１回生が卒業以来，５０１名を看護師として送り出
し，県内就業率は８割を超え，そのうち約半数が県西地域に就職しており，地域の看護職員
の確保に貢献している。

   今後は，財政基盤の強化を図り，計画的な事業の執行，事務事業の効率化等に務め，よ
り資質の高い看護師の養成，確保を行っていく。
   なお，例年建築物等の減価償却により，決算上の正味財産が減少してきているが，施設
等の大規模な改修等については，出資者及び地域の協力をふまえた対応を検討していき
たい。

計画性

組織，人事，財務等の内部管理体
制が適切に整備・運用され，かつ情
報公開による透明性の確保が適切
か

計画性

目的適合性

法人の財務体質が健全であるか，
また，各事業の採算性がとれている
か

健全性

経営目的，経営方針が各種計画に
反映され，計画・実行・見直しが行
われているか

法人が行っている事業と当初の設
立目的が適合しているか

《評価の視点》

今後の事業展開の方向

目的適合性 組織運営の適正性
   県内，特に県西地
域の看護職員の育
成，確保という設立目
的達成のため，経営
状況を踏まえた学校
運営のあり方につい
て検討し，中長期計画
の見直しを行う。

組織運営の
適正性

42.9%

土地の含み損益

45.0%

-3.6%効率性
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［法人を担当する課の意見］

   経営評価結果から
目的に沿った事業の
実施が図られていると
認められることから，
引き続き，県西地域の
看護職員の確保が図
られるよう指導を行う。

   基本財産の運営に
ついては，平成18年
度から1.7%の利息で
全額を県債(10年も
の)の引き受けに充て
た。
   また，入学生の定
員確保を行い運営の
安定化を図るよう指
導するとともに，あり
方検討会において関
係機関からの負担金
の受入等についても
検討を行っていく。

第
４
次
行
財
政
改
革
大
綱
等
の
推
進
工
程

推進事項

計
　
　
　
画

取
 

組
 

状
 

況

平成１８年度

－

１　学校のあり方検討
　　平成18年度にあり方検討会を設置し，運営のあり方全般について検討する。
２　財政基盤の安定化
　(1) 学生の安定確保による歳入確保
　　　　学校のＰＲ強化，推薦制度見直し，社会人入学制度の導入により，定員50名を安定
　　的に確保する。
　(2) 自主財源率の向上
　　　　学生納付金を段階的に引き上げ，平成24年度までに自主財源比率を現在の約６割
　　　から８割程度まで引き上げる。
　(3) 運営経費の削減
　　　　需要費を，平成18年度予算ベースで，平成19年度から５年間で３％程度削減する。

平成１９年度

計画性 効率性健全性組織運営の適正性目的適合性
   教育を主とする財団
の性格上，人件費の
割合が多く効率性の
評価が低くなってい
る。更なる経費の削減
についてあり方検討会
において検討を行って
いく。

   経営評価結果から
適切な組織運営が実
施されていると認めら
れることから，引き続
き，職員の適切な配
置等が図られるよう
関係機関と連携し支
援していく。

   事業毎の数値目標
の設定を図るなど，中
長期経営計画及び年
次事業計画に基づき
適正な事業の執行が
図られるよう指導を行
うとともに，民間委譲
も含め今後の学校運
営のあり方について，
学校と連携して検討を
行っていく。

   当該財団は，県西地域の医療水準の向上に寄与することを目的として設立されたもので
あり，結城看護専門学校の運営や看護職員の研修等により，看護師の養成・確保・資質の
向上に貢献しているところである。
   財団の運営については，金利の低下による基本財産の運用益の減少のため県・結城市
の運営補助を行ってきたが，民間委譲を含めより自立性を高めた運営を実現するため，新
たな財源確保の方法，更なる事務費の削減等運営の合理化・効率化について，今年度あり
方検討会を開催して検討し，来年度以降その具体的な方策に着手する。
   また，運営の効率化・合理化により，教育内容の質を落とさずより充実したものとし，時代
のニーズにあった質の高い看護職員が確保できるよう，教育体制の充実についても引き続
き支援していく。

法人担当課の意見

－ －

平成２０年度

結城看護専門学校の運営の自立化・安
定化を図るため，あり方検討会を開催
し，次の項目を検討
　・教育体制の充実
　・学生の安定確保
　・学生納付金の適正化
　・周辺市町村，医療機関等との連携
    強化
　・事業内容の多角化

・あり方検討会で出された「学生
　納付金の適正化」等の提言を
　実現するため，学校と連携しな
　がら，その具体的な方策の検
　討や，関係機関との調整
・特に，短期的な取組事項とされ
　た「学校のＰＲ強化」，「推薦制
　度見直し」，「社会人入学制度
　の導入」については，早期に
　実施するよう指導

・短期的な取組については，平
　成19年度の取組の効果や改
　善事項を検証し，より実効性
　のある取組を実施するととも
　に，中長期的な取組につい
　ては実施に向けた条件を整
　備
・民間委譲の可能性・必要性
　については，取組の効果を
　みながら引き続き検討
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［総合評価］

から県民のみなさまへ＞

組織運営の適正性 健全性 効率性

総合的所見等

概ね良好 改善の余地がある 緊急の改善措置が必要

   当法人の課題であった入学定員数の確保や卒業生の県内就職率の向上については一
定の成果が見られる。
   財務面では，平成１８年度に基本財産運用収入が大幅に減少することから，授業料の値
上措置を実施している。更なる当法人の財政基盤の安定化のためには，毎年度の入学者
数を確保することが最大の課題であり，看護師国家試験合格率を高水準で維持させるな
ど，学校の魅力を向上させる取組みを強化する必要がある。
   なお，今後の法人のあり方について，平成１８年度設置した「結城看護専門学校のあり方
検討会」において，法人のあるべき姿について十分に検討し，その実現を図られたい。

取組みを強化すべき視点 計画性 目的適合性

　 本財団は，茨城県結城看護専門学校の運営により，将来，主に県西地域で働く看護師の養成を行うほか，看護
職員研修会等を実施し地域の就労看護職員の資質の向上を図っております。
　 近年，高齢化の進展や医療技術の高度化に伴い看護職員の需要が高まり，本財団の果たすべき役割は一層重
要になって来ているところであります。
　 本財団では，今回の経営評価の結果を踏まえ，18年度に結城看護専門学校あり方検討会を設置し，今後の学
校運営のあり方，改善方向等について検討していただいております。
　 この提言及び経営評価に基づき具体的な方策を決定し，平成19年度から，より良い学校運営を目指し，財政基
盤の安定化を図りながら引き続き経費の削減に努め，効率的な財団運営を行ってまいりますので，今後とも本財団
に対して，県民のみなさまのご理解をいただきますようお願いいたします。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  平成１９年２月　　理事長　小西　栄造

総合的所見等
に係る対応

   平成１８年度設置した「結城看護専門学校のあり方検討会」において，法人運営のあり方
及び自立化・安定化を図るための入学定員の確保策や学生納付金の適正化についての検
討が行なわれ，今年度中にその運営方針が出される予定となっている。
   平成１９年度からこの方針に基づき，学校の魅力向上のための具体的な改善方策を実施
するなど，適切な対応が図れるよう指導する。

＜ 財団法人　茨城県看護教育財団
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